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令和元年度 事業と決算の報告
事 業 報 告 第３次地域福祉活動計画に沿って、事業を実施しました。

令和元年度 事業と決算の報告

１.地域福祉推進基盤の強化
制度の改正などに、柔軟に対応しながら法人運営基

盤の強化に努めました。

①会議の開催（理事会５回・評議員会２回）

②社会福祉法人制度改革への対応

③会員組織の強化

●会員の加入促進に努め、会費は地域福祉活動の推進

に活用しました。

一般会員 7,180世帯 4,308,000円

特別会員 641人 1,923,000円

法人会員 21団体 105,000円

　※ご協力ありがとうございました。

④赤い羽根共同募金運動の推進

公募による申請を行い、８団体より申請があり、配分

決定を行いました。

⑤災害時支援体制の強化

●被災時職員初動マニュアルに基づく参集訓練 

●災害サポーター養成講座（５団体で実施）

⑥台風19号災害ボランティアセンター運営支援

・ＤＳＡＴ派遣

　（１名小布施町）

・ブロック社協派遣

　（延32名・須坂市・長野市）

・スポット派遣

　（延14名・長野市）

・災害ボランティアバス（14名・長野市）

⑦公益事業の推進

大町市・八坂・美麻総合福祉センター

大町市から指定管理を受任し、３施設の管理運営を

行いました。

２.お互いさまのまちづくり
お互いさまのまちづくりをめざして、地域の支え合

い活動やボランティア活動支援と相互の連携強化を図

りました。

①住民支え合いマップ事業

各自治会等で支え合いマップ作成マニュアルを活用し

た説明会を開催しました。（災害サポーター養成講座にて）

②小地域福祉ネットワーク事業

ネットワーク研修会を開催するとともに、各ネット

ワークへの訪問活動を行うことで、活動内容と課題の

把握に努めました。 

●ネットワーク研修会（10/1 大町市総合福祉センター） 

●ネットワーク訪問活動

③ボランティアセンター運営事業

誰もが気軽に参加できるボランティア環境づくりの

災害ボランティアセンターの様子

推進に努めました。 

●ボランティア活動の推進(登録103団体、6,272人) 

●ボランティアセンター運営委員会の開催（年２回） 

●個人、団体への各種備品貸し出し(24品目 延べ410件) 

●各種研修会、大会の開催

④有償ボランティア事業

安心暮らしのもちもちサービスの希望者宅を訪問

し、コーディネートを実施しました。 

●コーディネート件数　13件

【大町市社会福祉大会】

開催日：２月１日（サン・アルプス大町）

表　彰：社会福祉功労者・福祉啓発標語

講　演：「住民が地域に福祉をつくる」

　　　　～地域における新たな支え合い～

講　師：まちの縁側育みプロジェクトながの

　　　　代表　小林 博明 氏

大町市社会福祉大会表彰

３.安心して暮らせるまちづくり
誰もが生きがいをもって「安心して暮らせるまちづ

くり」の推進に努めました。

①生活支援活動の推進

●心配ごと相談事業（毎月２回開設、相談件数85件） 

●福祉輸送サービス（登録236人　延3,802回運行） 

●日常生活自立支援事業

　（新規４件 解約６件 延825回支援） 

●金銭管理・財産保全サービス（契約16件、支援回数延555回） 

●成年後見支援センター事業

　（相談158件 法人後見受任16件) 

●雪かき支援員派遣業務

　(登録者180世帯、延べ628回派遣、支援員登録73人、１団体) 

●高齢期安心生活支援業務

　高齢期を豊かで自分らしく生活するため、「知って得

する社協の講座」を開催しました。

　・２/21「特殊詐欺に遭わないために」20人

②介護保険事業の推進

介護認定者とご家族のニーズを掌握し柔軟性のある

サービス提供に努めました。総合事業への移行もス

ムーズに実施しました。 

●居宅介護支援事業（利用延件数 1,033件） 

●訪問介護事業（訪問時間数 17,910時間） 

●訪問入浴事業（利用延人数 954人） 

●通所介護事業（利用延人数 15,463人　※４事業所）
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③障がい者福祉の推進

利用者ニーズに沿った支援の提供と社会参加の促進

に努めました。 

●障がい理解促進事業

　・障がい者理解促進講座（全３回 受講者８人）

　・信州あいサポート運動への参画 

●障がい者余暇活動支援事業

　・希望の旅（10/3 群馬サファリパーク 参加者35人） 

●地域生活支援事業

　・障害福祉サービス計画支援（作成件数 63件）

　・大北圏域障害者相談支援事業（延利用者数 1,311人）

　・発達障がいサポート・マネージャー事業

　　（延利用者数 622人）

　・療育支援事業（延相談件数 1,312件）

　・地域活動支援センター事業(ハーモニー・ルーム)

　　（延利用者数 1,361人） 

●障害者福祉サービス事業

　・居宅介護支援事業

　　【障がい者を対象としたヘルパー派遣】

　　（延訪問時間 4,629時間）

　・就労継続支援Ｂ型【ひまわりの家、すずらん】

　　（利用人数延5,401人）

　・生活介護事業【たんぽぽ、ひまわりの家】

　　（利用人数延3,228人）

　・在宅生活継続支援

　　精神障がい者が集える「いこい」毎月開催

　　ご家族が集える「福寿草の会」　毎月開催

④子育て支援活動の推進

●育児支援ヘルパー派遣事業（利用件数２件） 

●北アルプス地域子ども応援プラットホーム運営委員

会へ参加 

●市内でのこども食堂等の活動相談・支援を実施　３地区

⑤コアラのぽっけ

　子ども服のリユース事業を

実施しました。

⑥経済的支援活動の推進

●生活困窮者等自立支援事業

（新規相談者数81人）

　生活困窮者からの相談に応じ、就労等自立に向けて

必要な支援を行いました。 

●資金貸付事業（小口資金・生活福祉資金） 

貸付件数 貸付金額

小口資金 ８件 511,000円

生活福祉資金 ５件 700,000円 

●家計改善支援事業

　家計再生プランを作成し自ら家計を管理できるよう

自立支援を行いました。（相談件数42人）

４.受け継がれるまちづくり
①地域における福祉意識の啓発

●福祉情報発信事業

　・広報紙「社協おおまち」の発行（年６回）

　・「ボランティアニュース」の発行（年６回）

②生活支援体制整備推進事業

●大町市地域支え合い体制づくり協議会への参加 

●ニーズ調査の実施

③地域福祉活動団体の育成

●地域福祉活動団体育成事業

　・福祉団体等助成金（６地区社協 2,290,100円）

　・ボランティア団体助成金（15団体 469,000円）

決　算 収支差額4,287万円は、次年度の人件費等支払資金として繰越します。

収入総額　６億3,934万円 支出総額　5億9,646万円

① 63.5% ② 12.0% 

④ 2.0% 

⑤ 1.3% ⑩ 1.5% 

⑨ 
8.3% 

③ 8.0% 

⑥ 0.1% ⑦ 3.1% 

⑧ 0.1% ①人件費

②事業費

③事務費 

④就労支援事業

⑤助成金

⑥負担金 

⑦固定資産取得

⑧その他 

⑨基金・積立金積立 

⑩退職給付引当・移管

①会費・寄附金 

②補助金（共募含）

③受託金 

④介護保険収入 

⑤就労支援事業 

⑥障害福祉サービス

⑦その他 

⑧施設整備寄附・補助 

⑨基金・積立金取崩 

⑩退職給付返還・移管

⑪前年度繰越 

④ 37.1% 

③ 13.8% 

⑥ 12.5% 

① 1.1% 

② 
5.6% 

⑪ 
9.8% 

⑦ 5.2% 

⑧ 0% 

⑩ 1.3% 

⑤ 1.7% 

⑨ 11.8% 
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【現金】匿名…………………… 10,000円、匿名………………………………………1,001円
ふれあいの窓 【物品】松井石油店…………マスク100枚、保科好昭……ビデオ１本、杖２本、スティック３本

善意の寄附を 　　 　匿名…………………… 玄米30㎏、セブン-イレブン・ジャパン閉店店舗……日用品多数

ありがとうございます 【使用済み切手等】匿名多数 敬称略　５月16日～７月15日受け付け分
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ɟٛȁȁાȁఱঌࣣఘ֗܁ȁఱͺςȜ

ɟඤȁȁယȁΩρςϋάΛ·ୃΑεȜΜġδΛΙλȁΞͼ·ͺ;Π̤༕൚ͬսͭ́

ɟ४ ح ȁĶıı

ɟȁȁ֥ȁĶıྴȁ

ɟ૭̱ࣺ͙ȁĲıˑ́͘ͅȂ【Ⴒ၁୶ġ☎ĳĳĮĲĶıĲ】̮́͘Ⴒ၁̩̺̯̞ȃ

ঊؚત͈̥ٚͣذঊؚત͈̥ٚͣذ
Ⴒ၁̱̥ͬ̀ͣ

ζΑ·̱ͬ̀ြ͇̀Ȋ
ȁଡ଼̥̤͉ͣȂ༓̹̱ͤޑဋ̺ͭͤȂ̮͈̱̹ࣾͤ͂ͬͤȂ౷֖

͈͈ͤݶਫ਼̱̹́ȃ౷֖͈̤ͬٛા̱̹ͅट̱̮ͬત̱̳ٚ͘ȃ

ঊؚ̥̫̠͢ͅȊ

ɟાȁਫ਼ȁġഛୃ

ɟȁশȁġ˔ːȪغȫĲĴশȡĲķশ

ɟඤȁယȁġఴȼजȼ̤დٛ

ɟȁ֥ȁġĳıྴȁȁɟ̻ȁġକൟȁȁġ

ɟ࿚̵̞ࣣͩ୶ȁ౷֖ছΥΛΠχȜ·

ȁ̩̱͈̾ٛȁ̯ࣽͭࢾȁ☎ıĺıĮĴĲĵĳĮĶĲĴĳ

̯̩̯̩ͣͣέͿ

ɟાȁਫ਼ȁġإژ

ɟȁশȁġ˔ĳĴȪغȫĲıশȡĲķশ

ɟඤȁယȁġ̤͙̱ٛڢȼমٛȁ

ɟ࿚̵̞ࣣͩ୶ȁ

ȁ̧͈ͤͭٛȁᦰܻ̯ͭȁ☎ıĹıĮĵĲĺıĮĹķĴĹ

ज͂ρΐఘௌ

ɟાȁਫ਼ȁġಿ֭

ɟȁশȁġ˔ˏȡ˔˓ȁ

ɟඤȁယȁġ˒ĻĲıȡजȁ˒ĻĴıȡρΐఘௌ

ȁȁȁȁȁȪ౷֖͈ঊٛ͞ރාಿ৪ٛ͂ঔȫ

ɟ࿚̵̞ࣣͩ୶ȁġಿ֭ȁ☎ĳĳĮĲĳĵı

जȆৢఘࡑ

ɟાȁਫ਼ȁġ

ɟȁশȁġ˕ĲĳȪలˎാဟ˓শȡȫ

ɟඤȁယȁġज͂ৢ͈ఘࡑ

ɟ࿚̵̞ࣣͩ୶ȁȁ☎ĳĳĮıĸĵĹ
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一人で悩むより 社協の相談事業 お気軽に

まず相談！ ご相談ください

事前予約に ご 協 力 く だ さ い 　 ☎ 22-1501（大町市）

　日々の暮らしの中の大小の悩み事について、解決の糸口を相談者とと

心配ごと相談・司法書士相談 もに見い出していく相談窓口を開設しています。複数の相談員で相談に

応じますので、お気軽にお電話ください。

大北地域心配ごと相談日程 ８月・９月

８
月

９
月

期　日 時　間 内　容 担当者 会　場 問い合わせ

８月17日(月)
13：00～16：00 心配ごと相談 心配ごと相談員

大町市
総合福祉センター

大町市社協 
☎22‐1501

13：00～15：00 司法書士相談 司法書士

８月31日(月)
13：00～16：00 心配ごと相談 心配ごと相談員

13：00～15：00 司法書士相談 司法書士

８月18日(火) 13：30～15：30 なんでも相談 心配ごと相談員 やすらぎの郷
池田町社協 
☎62‐9544

８月５日(水) 13：00～15：00
生活相談

子育て相談
民生委員
児童委員

ゆうあい館
松川村社協 
☎62‐9000

８月５日(水) 13：00～16：00 司法書士相談 司法書士
白馬村保健福祉
ふれあいセンター

白馬村社協 
☎72‐7230

９月14日(月)
13：00～16：00 心配ごと相談 心配ごと相談員

大町市
総合福祉センター

大町市社協 
☎22‐1501

13：00～15：00 司法書士相談 司法書士

９月28日(月)
13：00～16：00 心配ごと相談 心配ごと相談員

13：00～15：00 司法書士相談 司法書士

９月15日(火) 13：30～15：30 なんでも相談 心配ごと相談員 やすらぎの郷
池田町社協 
☎62‐9544

９月２日(水) 13：00～15：00
生活相談

人権擁護相談
民生委員

人権擁護委員
ゆうあい館

松川村社協 
☎62‐9000

９月９日(水) 13：00～16：00
人権・

心配ごと相談
人権擁護委員

白馬村保健福祉
ふれあいセンター

白馬村社協 
☎72‐7230

９月９日(水) 13：30～16：00 心配ごと相談
司法書士
行政相談員

小谷村役場
小谷村社協 
☎82‐2430

　長野県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実

施しております。本制度につき、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大

し、休業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。特例貸付の具体的な内容

は下記をご覧ください。また、具体的な内容や貸付のご相談は、下記までお問い合わせください。

受付期間　令和２年９月30日（水）まで

お問合せ先　●大町市社会福祉協議会（ TEL 0261-22-1501）　受付時間：月～金曜日　午前８時 30分～午後５時 30分

　　　　　　　※感染防止のため、相談受付には予約が必要となります。必ず事前に電話にてお問い合わせください。

　　　　　　●労働金庫大町支店（ TEL 0261-22-3113）　受付時間：月～金曜日　午前９時～午後３時

　　　　　　　・〈ろうきん〉を通じた緊急小口資金の申請は原則、郵送によるお手続きとなります。

　　　　　　　・未成年の方や失業された方、及び、総合支援資金は〈ろうきん〉ではお取次ぎできませんので、社会福祉協

議会へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業等で、生活資金にお悩みの皆様へ

「社協　おおまち」へのご意見、ご希望、投稿など皆さんの声をお寄せください。

〒398－0002　大町市大町1129　大町市総合福祉センター内

編集・発行：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会　地域福祉係　TEL22－1501　FAX22-7071

URL http://www.omachishakyo.org/ 　　E-mail soｕ mukikaku@omachishakyo.org

一時的な資金の緊急貸付 受付期間が延長になりました

8 印刷：有限会社 北辰印刷 


